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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１５項の規定に基づき安城

市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のように公表す

る。 

 

 

令和２年６月２４日 

 

 

安城市監査委員 中 村 誠 一 

 

 

安城市監査委員 辻 山 秀 文 

                   



１ 令和２年安城市監査公表第１４号（公表日令和２年４月２３日）関係分 

２ 措置の状況 建築課（令和２年４月２４日現在の措置状況） 

指   摘   事   項   等 

契約関係 

市営住宅合併浄化槽保守点検業務委託契約において、履行期間が平成３２年３

月３１日までの業務委託契約の消費税を８％としている。消費税率を変更する契

約が必要となるが、令和２年２月１日時点で変更契約がされていなかったため、

適正な事務執行に改められたい。 

 

措    置    状    況 

受託業者と変更契約を締結し、令和２年４月９日付けで消費税率１０％にて支

払いを完了しました。 

 今後、同様の法令改正等行われる場合は、契約担当課等から出される法令改正

等の情報に注視し、複数の担当者と上席者で確認を綿密に行うようにします。 

 

 

 

 

 


